
2 0 文 科 高 第 4 3 3 号

平 成 2 0年 ９ 月 ８ 日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿

文部科学省高等教育局私学部長

河 村 潤 子

（印影印刷）

文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事

業の種類を定める件の施行について（通知）

このたび、別添のとおり、文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことので

きる収益事業の種類を定める件（以下「改正告示」という。）が、平成20年８月20

日文部科学省告示第141号をもって告示され、同日から施行されました。

今回の改正の趣旨は、日本標準産業分類が改正（平成19年総務省告示第618号）

され、平成20年４月１日から施行されたため、本告示においても、収益事業の種類

を新しい日本標準産業分類によることとするとともに、所要の規定の整備を行うも

のです。

改正の概要は下記のとおりですので、収益を目的とする事業の実施に当たって十

分留意されるようお願いいたします。

なお、この告示の施行の際、現に文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行

為に収益事業の種類を定めている場合には、今回の改正に伴う寄附行為変更の手続

は必要ありません。

記

１ 文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業に該当しな

い事業である風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号）に規定する営業について、その定義をより明確にする。（改正告示第

１条第２号）

２ 文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業に該当しな

い事業である名義の貸与によって経営されるものについて、より適切な表現に改

める。（改正告示第１条第４号）

３ これまで文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の

種類について、日本標準産業分類（平成5年総務庁告示第60号）により定めてい

たところ、新しい日本標準産業分類（平成19年総務省告示第618号）によること

とする。（改正告示第２条）

４ 必要な規定の整備を行う。

【本件担当】

高等教育局 私学部 私学行政課 法規係

電話 03－5253－4111（内線2532）



○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
四
十
一
号

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
私
立
学
校
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
五
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
文
部

大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
文
部
省
告
示

第
四
十
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

文
部
科
学
大
臣

鈴
木

恒
夫

文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
を
定
め
る
件

第
一
条

私
立
学
校
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と

の
で
き
る
収
益
事
業
（
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
教
育
の
一
部
と
し
て
又
は
こ
れ
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る

事
業
を
除
く
。
以
下
「
収
益
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
条
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
営
が
投
機
的
に
行
わ
れ
る
も
の

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条

各
項
（
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
営
業
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
方
法
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ

る
も
の



三

規
模
が
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
状
態
に
照
ら
し
て
不
適
当
な
も
の

四

自
己
の
名
義
を
も
っ
て
他
人
に
行
わ
せ
る
も
の

五

当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
教
育
に
支
障
の
あ
る
も
の

六

そ
の
他
学
校
法
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
方
法
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
も
の

第
二
条

収
益
事
業
の
種
類
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
十
八
号
）
に
定
め
る
も
の

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

農
業
、
林
業

二

漁
業

三

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

四

建
設
業

五

製
造
業
（
「
武
器
製
造
業
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

七

情
報
通
信
業

八

運
輸
業
、
郵
便
業

九

卸
売
業
、
小
売
業

十

保
険
業
（
「
保
険
媒
介
代
理
業
」
及
び
「
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）



十
一

不
動
産
業
（
「
建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
物
品
賃
貸
業

十
二

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

十
三

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
（
「
料
亭
」
、
「
酒
場
、
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
」
及
び
「
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ

ト
ク
ラ
ブ
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
「
遊
戯
場
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五

教
育
、
学
習
支
援
業

十
六

医
療
、
福
祉

十
七

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

十
八

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

第
三
条

収
益
事
業
の
種
類
を
寄
附
行
為
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の
名
称
を
例
と
し
て
具
体
的

に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。



○
文
部
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
を
定
め
る
件

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事

文
部
大
臣
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の

業
の
種
類
を
定
め
る
件

種
類
を
定
め
る
件

第
一
条

私
立
学
校
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
に

第
一
条

私
立
学
校
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
に

属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
（
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る

属
す
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
（
以
下
「
収
益
事
業
」
と
い
う

学
校
の
教
育
の
一
部
と
し
て
又
は
こ
れ
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
事
業
を
除
く
。
以
下

。
）
は
、
第
二
条
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

「
収
益
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
条
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い

い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
営
が
投
機
的
に
行
わ
れ
る
も
の

一

経
営
が
投
機
的
に
行
わ
れ
る
も
の

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

二

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
二
十
二
号
）
に
規
定
す
る
営
業
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
方
法
に
よ
っ

法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
各
項
（
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
に
規
定

て
経
営
さ
れ
る
も
の

す
る
営
業
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
方
法
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
も
の

三

規
模
が
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
状
態
に
照
ら
し
て
不
適
当
な
も
の

三

規
模
が
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
状
態
に
照
ら
し
て
不
適
当
な
も
の

四

学
校
法
人
以
外
の
者
に
対
す
る
名
義
の
貸
与
そ
の
他
不
当
な
方
法
に
よ
っ
て
経

四

自
己
の
名
義
を
も
っ
て
他
人
に
行
わ
せ
る
も
の

営
さ
れ
る
も
の

五

当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
教
育
に
支
障
の
あ
る
も
の

五

当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
教
育
に
支
障
の
あ
る
も
の

六

そ
の
他
学
校
法
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
方
法
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
も
の

六

そ
の
他
学
校
法
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
方
法
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
も
の

第
二
条

収
益
事
業
の
種
類
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第

第
二
条

収
益
事
業
の
種
類
は
、
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
五
年
総
務
庁
告
示
第
六

六
百
十
八
号
）
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

十
号
）
に
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

農
業
、
林
業

一

農
業

二

漁
業

二

林
業

三

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

三

漁
業

四

建
設
業

四

鉱
業



五

製
造
業
（
「
武
器
製
造
業
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五

建
設
業

六

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

六

製
造
業
（
「
武
器
製
造
業
」
を
除
く
。
）

七

情
報
通
信
業

七

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

八

運
輸
業
、
郵
便
業

八

運
輸
・
通
信
業

九

卸
売
業
、
小
売
業

九

卸
売
・
小
売
業
、
飲
食
店
（
「
そ
の
他
の
飲
食
店
」
を
除
く
。
）

十

保
険
業
（
「
保
険
媒
介
代
理
業
」
及
び
「
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
関
す
る
も
の

十

金
融
・
保
険
業
（
「
保
険
媒
介
代
理
業
」
及
び
「
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
限
る

に
限
る
。
）

。
）

十
一

不
動
産
業
（
「
建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
一

不
動
産
業
（
「
建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
」
を
除
く
。
）

、
物
品
賃
貸
業

十
二

サ
ー
ビ
ス
業
（
「
遊
戯
場
」
を
除
く
。
）

十
二

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

十
三

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
（
「
料
亭
」
、
「
酒
場
、
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
」
及
び

「
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
「
遊
戯
場
」
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。

）
十
五

教
育
、
学
習
支
援
業

十
六

医
療
、
福
祉

十
七

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

十
八

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

（
削
除
）

第
三
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
は
、
当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
教
育

の
一
部
と
し
て
又
は
こ
れ
に
附
随
し
て
行
わ
れ
る
事
業
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
条

収
益
事
業
の
種
類
を
寄
附
行
為
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
日
本
標
準
産
業
分

第
四
条

収
益
事
業
の
種
類
を
寄
附
行
為
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
日
本
標
準
産
業
分

類
の
名
称
を
例
と
し
て
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

類
の
名
称
を
例
と
し
て
具
体
的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。




